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1210010
道路特定財源で道路管理者が河
川の維持･管理・改修を行えるよう
にする。

河川法第20条及び
第69条

道路特定財源制度

・河川管理者以外の行政機関等が、
河川の工事又は維持を行うことを希
望し、かつ、それが河川管理上支障
がなければ、河川管理者以外の者に
河川管理者の承認を受けて河川工事
等を行うことを認めている。
この際、工事等に要する費用は、当
該工事を実施する者が負担することと
なっている。

・道路特定財源制度は、受益者負担
の考え方に基づき、自動車利用者が
利用に応じて道路整備の財源を負担
する制度であり、「道路整備費の財源
等の特例に関する法律」等により、道
路特定財源の使途について道路整備
等の費用に限定されている。

Ｃ

道路特定財源については、受益者である自動車利
用者が道路整備の費用を負担しているものであり、
道路整備と直接関係ない河川改修工事等は、本財
源の対象とはならないため。

－ － 1011011
道路特定財源で道路管理者が河
川の維持･管理・改修を行えるよう
にする。

道路特定財源で道路管理者が河川の
維持･管理・改修を行えるようにする。

大規模自然災害発生時において、道路の通行を確
保し、安全に避難、救助ができるように､道路特定財
源を道路の冠水対策として河川の維持･管理･改修
にも利用できるようにし､河川管理者だけでなく､道路
管理者も河川の維持･管理･改修を行えるようにする｡

平成１６年に発生した大規模自然災害では､至る
所で河川が氾濫し､道路が通行できなくなり､被害
を拡大させてしまった。これは､都道府県が維持管
理している２級河川の河川整備基本方針と基本
整備計画が策定されていないため､河川の維持･
管理を行うことができないことにその一因がある｡
そこで大規模自然災害発生時に歩行者及び車両
の安全な通行を確保するために､道路特定財源に
よる道路の冠水対策のための､河川の維持･管
理・改修を河川管理者だけでなく､道路管理者も行
えるようにする｡

愛媛県
周桑・いの
ちの樹

国土交通省

1210020 防災ダムの建設 砂防法

　砂防ダムとは、砂防法第１条の砂防
設備であり、同法の定義において「治
水上砂防ノ為施設スルモノ」とされて
おり、土砂の生産を抑制し、流送土砂
の合理的な処理を行うことにより、水
害等の主要な原因を形成している土
砂の流出による河床の上昇等を防止
するために施工する設備である。
　また、砂防設備の設置の必要があ
る場合又は治水上砂防のため一定行
為の禁止若しくは制限する必要があ
るときには、国土交通大臣は、都道府
県の要望を受けてこれらの土地につ
いて、砂防指定地として指定すること
ができる。

C

　砂防ダムとは、砂防法第１条の砂防設備であり、同
法の定義において「治水上砂防ノ為施設スルモノ」と
されており、土砂の生産を抑制し、流送土砂の合理
的な処理を行うことにより、水害等の主要な原因を形
成している土砂の流出による河床の上昇等を防止す
るために施工する設備であり、「ダム式処分場」を水
処理施設を併設した砂防ダムとして建設することは
できない。

1011020 防災ダムの建設

特定多目的ダム法の目的の治水･利水
のほかに防災を加え､廃棄物処理法の
中にある「ダム式処分場」を水処理施設
を併設した砂防ダムとして建設できるよ
うにする｡

巨大地震発生時に、中山川の上流に設置されている
民間の産業廃棄物最終処分場からのゴミの流出を
ふせぐために､ダム式処分場を「防災ダム(水処理施
設付き砂防ダム)」として、国土交通省･厚生労働省・
農林水産省･環境省の補助をうけて、産･学･官･民の
協働により建設する｡

日本各地で､流域住民の知らない間に､土石流危
険渓流や地滑り危険箇所内などに民間の最終処
分場が設置されているという現実がある｡大規模
自然災害や巨大地震発生時には､それらの処分
場からのごみの流出が予測される｡現在の河川法
では､この処分場設置を止めることができない｡現
に中山川ダム建設計画休止の原因の一つとなっ
たこの中山川の上流にある最終処分場は､日本
有数の規模を誇る処分場であり､施設内に中央構
造線がとおり、そばには活断層が存在している｡こ
こからごみの流出が発生したときは､中山川のみ
ならず､瀬戸内海の汚染も想定される｡そこで、下
流に住む人々の生命と愛媛県が誇る穀倉地帯と
瀬戸内海を守るために､ダム式処分場を水処理施
設を持つ砂防ダムとして建設する｡

愛媛県
周桑・いの
ちの樹

国土交通省

1210030
特定道路建設促進公債の新設
～　「国」と「民間」と「自治体」との
協働による工夫　～

財政法第４条

公共事業関係費については、財政法
第4条の規定により、毎年度、国会の
議決を経た金額の範囲内で建設公債
を発行して賄っているところ。

Ｃ

・歳出歳入一体改革を進める中で、新たな借金によ
る事業費の増加は不適切であること
・具体の箇所について、前倒し供用が可能ということ
であれば、毎年度の予算の重点化により対応すべき
ことから採り得ない。

ー ー 1100010
特定道路建設促進公債の新設
～　「国」と「民間」と「自治体」との
協働による工夫　～

道路財源を支える制度の見直しが検討
される中で、「財政支出は不変」「道路
整備は促進」ということを念頭に、国の
道路計画を基本として、引き続き必要な
道路はしっかり整備していただくよう、特
定道路建設促進公債の新設を提案す
る。

事業計画が既に明確に立てられている道路整備計
画に関して、財政支出を当初計画どおりとして、なお
かつ早期共用、早期完成をめざすため、整備計画の
後半年度の支出分を担保として、特定公債として民
間から資金調達して集中的に整備を行う。これにより
支出計画にある後半年度の財政支出分を特定公債
の償還に充てる。利息については、例えば建設によ
り利益を受ける自治体が支払う。

昭和２８年以来、道路整備を支えてきた「道路特
定財源制度」は受益と負担の関係が明確な「合理
性」と、道路利用者が全て負担するという「公平
性」、計画的な道路整備のための必要財源を確保
する「安定性」を担保できる制度であり、国の計画
的な道路整備を待ち望む地方都市にとっては、こ
の制度の役割を非常に高く評価している。しかし、
国の財政状況から道路特定財源の一部一般会計
化が検討されているが、まだまだ地方の道路整備
ニーズは非常に高い。本市は平成１６年４月１日
に合併し、京都市から直線で約９０ｋｍと、京都府
の最北端の丹後半島に位置している。過疎化が
心配される本市では、定住対策や観光振興による
交流人口の増加、流通コストの軽減による産業振
興など、道路整備はその生命線であり市民の悲
願となっている。そのため、従来の「道路特定財源
制度」の役割を担保するため、「特定道路建設促
進公債」の新設を提案するものである。

京都府 京丹後市
財務省
国土交通省

1210040
地域再生基盤強化交付金手続き
の効率化

地域再生基盤強化
交付金に係る基本
大綱　第５及び第６
道整備交付金交付
要綱　第９、第１０及
び第１１
汚水処理施設整備
交付金交付要綱
第８、第９及び第１０
港整備交付金交付
要綱　第９、第１０及
び第１１

地方公共団体の自主的、自立的な取
組による地域活力の再生を効果的に
推進するため、地域の裁量性が高い
地域再生基盤強化交付金を活用して
経済基盤強化や生活環境整備を支
援。

①D

②B-2

①地域再生基盤強化交付金は平成１７年度に創設し
たもので、第１回目の計画の認定時期が６月であっ
たことから、年度当初から交付申請を行っている各
種補助事業と交付申請の時期にずれが生じたが、平
成１８年度より、年度当初における地域再生基盤強
化交付金と各補助事業の交付申請の時期を同一に
設定し、同時に交付申請を行えるようしたところであ
る。

②地域再生基盤強化交付金の交付申請の様式は、
内閣府が認定する地域再生計画に事業の概要等が
記載されていることを踏まえ、関係機関の調整の下、
交付金毎に統一した様式を設け、交付申請時におけ
る事務処理の簡素化・効率化に配慮しているところで
あるが、今後、交付申請の様式等について更なる簡
素化が図れないか関係機関と調整を行う。

(項)地域再生推進費（目）地
域再生基盤強化交付金

内閣府に一括計上 1102010
地域再生基盤強化交付金手続き
の効率化

地域再生基盤強化交付金の対象事業
の一部について，他の制度を利用した
場合と同率まで，国の負担を引き上げ，
同交付金制度の充実を図る。

現在，並行して行われている「地域性再基盤強化交
付金事業」と「各補助金事業」の手続き上での連係を
高めるため，次のとおり取扱を改める。

①交付申請等のスケジュールを，同一時期に設定す
る。　②交付金と関連する補助金の申請様式を，可
能な限り統一する。

①「地域再生基盤強化交付金事業」と「各補助金
事業」については，互いの事業を考慮し計画を策
定しているのが実情であるが，両制度の交付申請
等のスケジュールが異なるため，せっかくワンス
トップ窓口が導入されていても，同時に交付申請
ができないのが実情である。
　両制度の交付申請時期を同時期に設定すること
により，事務処理の効率化を図ることができる。
②「交付金制度」が従来の「補助金制度」を発展さ
せた制度であることから，両制度における申請様
式を，可能な限り統一することにより，事務処理の
効率化が図られる。

鹿児島県 鹿児島県

農林水産省
国土交通省
環境省
内閣府
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1210050
地域再生基盤強化交付金の一部
国庫負担率の引き上げ

地域再生基盤強化
交付金に係る基本
大綱　第２

道整備交付金交付
要綱　第２

汚水処理施設整備
交付金交付要綱
第２

港整備交付金交付
要綱　第２

地方公共団体の自主的、自立的な取
組による地域活力の再生を効果的に
推進するため、地域の裁量性が高い
地域再生基盤強化交付金を活用して
経済基盤強化や生活環境整備を支
援。

Ｃ

地域再生基盤強化交付金の交付率については、交
付金の主旨や各事業の特性、既存補助金とのバラ
ンス等を総合的に勘案して決定している。また、地域
再生基盤強化交付金で対象となる施設についての
既存の補助制度をそのまま存置し、既存の補助制度
を申請するか地域の自主性を発揮できる地域再生
基盤強化交付金を申請するかは選択することが可能
であるものもある。そのため、現状の交付率で地域
の再生の支障となることはないと考えている。

(項)地域再生推進費（目）地
域再生基盤強化交付金

内閣府に一括計上 1102020
地域再生基盤強化交付金の一部
国庫負担率の引き上げ

地域再生基盤強化交付金の対象事業
の一部について，他の制度を利用した
場合と同率まで，国の負担を引き上げ，
同交付金制度の充実を図る。

従来の補助金制度では認められている「離島嵩上
げ」や「地方道路整備臨時交付金」で認められている
国庫負担率：５５％などを，地域再生基盤強化交付
金においても，適用する。

～現行の取扱～
　【補助制度】
①地方道路整備臨時交付金を利用した場合
　　国庫負担率：５５％
②補助金制度の「離島嵩上げ」を利用した場合
　　国庫補助率：５５％
③奄振法に適用される負担率を利用した場合
　　国庫負担率：７０％程度
　【地域再生基盤強化交付金】
　　国庫負担率：５０％

地域再生基盤強化交付金の対象事業の一部に
ついて，他の制度を利用した場合に比べ，国の負
担率が低く設定されていることが，同交付金の利
用を躊躇する１つの原因となっている。
　該当事業に対し，他の制度同様に国の負担率を
引き上げることで，制度の充実化を図り，地域再
生の取組を推進する。
　
　※平成１８年度に実施された制度の拡充措置と
して，港整備事業については，「離島嵩上げ」の適
用が認められている。

鹿児島県 鹿児島県

農林水産省
国土交通省
環境省
内閣府

1210060
現代ニーズの発信地「参加型子育
て支援システム」導入計画

都市再生特別措置
法
（まちづくり交付金）

市町村が作成した交付期間が概ね3
～5年の都市再生整備計画に基づき
実施される事業の費用に充当するた
めに国費（事業費の概ね4割）を交付
する制度である。
地域の創意工夫を反映した総合的な
まちづくりの計画（都市再生整備計
画）に基づき、国から示す道路、公
園、下水道や公営住宅などのメニュー
（基幹事業）だけでなく、地区内におい
て住民活動を支援する体制づくりを目
的とした検討や住民活動そのものに
対する支援を実施する場合等、住民
の自主的な取り組みの下で行われる
まちづくり活動を促進するような市町
村の提案に基づく事業等（提案事業）
も、基幹事業に対する一定の割合を
対象に支援を行っている。

Ｄ

ご提案内容について、まちづくり交付金では市町村
の提案に基づく事業（提案事業）として、支援が可能
である。
また、平成１９年度概算要望においては、「子育て世
代活動支援センター（仮称）」の整備を基幹事業とし
て支援し、子育て世代の積極的な社会参画を図るこ
ととしている。

（項）都市環境整備事業費
（目）まちづくり交付金
（項）揮発油税等財源都市環
境整備事業費
（目）まちづくり交付金

298,000,000 1163010
現代ニーズの発信地「参加型子育
て支援システム」導入計画

市民型公共事業を目指す地域コミュニ
ティ再生のための支援として、
①コミュニティ再生事業の子育て支援
関連のパッケージ化。

今回提案のシステムの実行部隊となる
人的資源の確保及び育成のための支
援として、
②子育て世代の雇用促進、開拓および
若年者のトライアル雇用の促進のパッ
ケージ化。

子育て支援情報を共有し、円滑なＩＴ環
境を整備するための支援として、
③子育て支援に特化したＩＴ関連事業の
パッケージ化。

現実問題を抱えている現代ママ/パパのニーズを知
り、実感できる子育て支援活動ができる仕組みづくり
【参加型子育て支援システム】を提案する。情報発信
/収集の場として、時間・場所を問わずに誰もが参
加、提案できるＨＰ「子育てコミュニティサイト」を立ち
上げる。企業の協力を得てパパの参加を積極的に呼
びかける。平行して、サイトを情報源に現場をつなぐ
「先輩ママ事業」と、現行プランや現代の家族問題を
わかりやすく説明する教材の発信や、出張説明会を
設ける「現代子育て事情広報活動」を行う。これらの
総括としてワークショップを設け、行政とともに実現化
を検討する。全体の実行部隊は、事務局をもとに、学
生や主婦を起用する。

本来、各家庭が実感できる子育て支援とは、多様
化する家族形態や地域性を含めた実態に即した
ものが望ましい。少子化問題において効果的な対
策を施すためにも、現段階で世代や性別によって
異なっている論点を現代家庭のニーズに合わせ
て整理する必要がある。今回提案のシステムで
は、問題を抱えている世代が直接参加することに
より、問題や望む支援を数値で捉えることを可能
とする。このシステムを公開することにより、学校
や企業を含む地域社会がニーズに答える社会的
環境をイメージし易い効果をもたらし、行政が参画
することにより、ニーズにあった支援の実施へと結
びつく循環ができる。生活に密着して共有しやす
い課題である「子育て支援」をきっかけに、「参加
→提案→数値化→実施」の好循環を導くことがで
きれば、骨太な地域コミュニティの基盤が構築で
きる。
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総務省
文部科学省
厚生労働省
経済産業省
国土交通省
内閣官房
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